




令和６年６月吉日 

関 係 各 位 

 

港区 街づくり支援部土木課長 中村 美生 

 

 

公園・児童遊園での花火の利用について（周知） 

 

 日頃から港区政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

これまで港区立公園・児童遊園での花火の利用は、近隣にお住まいの方々や

公園利用者などへの迷惑行為として、基本的に禁止しておりました。一方で、

区民の皆様から公園内で花火が利用できないかと多くの問合せをいただいたこ

とから、令和５年８月１０日から８月３１日まで、一部の公園・児童遊園にお

いて花火の利用を認める試行を行い、試行期間中には、令和６年度以降も継続

を望む声を多数いただきました。 

このような声を受け、令和６年度以降についても小学校等の夏休みの期間中

に、地域の子ども達の夏の思い出づくりのため、にぎわい創出につながる公園

等の活用の一環として、花火の利用を認めることとしました。 

 つきましては、本趣旨をご理解の上、ルールを守って楽しんでいただくようご

協力の程よろしくお願い致します。 

 

添付資料 

・区立公園・児童遊園での花火の利用について １部 

 ・花火ができる公園・児童遊園一覧      １部 

 

 

問合せ先 

【公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について】 

港区 街づくり支援部土木課土木計画係     TEL 03－3578－2217 

 

【場所及び団体使用における許可申請手続について】 

  港区 芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－3578－3104 

     麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－5114－8815 

     赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－5413－7038 

     高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－5421－7664 

     芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係 TEL 03－6400－0017 



区立公園・児童遊園において、火気の使用は原則禁止としていますが、

地域の子ども達の夏の思い出づくりのため、花火の利用を認めます。

なお、公園・児童遊園内で花火をするときは、期間や時間、ルールを必ず守って

ください。

また、近隣にお住まいの方や他の利用者の迷惑とならないように十分注意して

ご利用をお願いします。

期間
令和６年

７月２０日（土）～９月１日（日）

利用
時間

午後６時から午後８時まで（準備・片付けを含む）

花火が利用できる期間は、原則７月２１日～８月３１日です。
※ 例外

７月２１日が日曜日の場合、７月２０日から／８月３１日が土曜日の場合、９月１日まで

令和７年度
以降

対象者

子どもを含む少数の利用
※町会及び自治会、ＰＴＡ、保育園などの団体（参加者に子どもを含む団体に限る）で花火をす

る際は、事前に申請等が必要になりますので、各地区総合支所まちづくり課にご相談くださ
い。

場所

区が選定した
花火の利用が
可能な公園・児童遊園

使用
できる
花火

手持ち花火
程度

裏面もご確認ください

花火が利用可能
な公園はこちら
からご確認くだ
さい。



利用ルールについて

花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。

バケツに水を汲んで用意す
ること

周りを含め、火が燃え移る可
能性のある場所（芝生地、植込

み付近等）では行わないこと

打ち上げ花火やロケット花火など、

音のなる花火や飛ぶ花火は、近隣

住民や他の公園利用者の迷惑になる
ので禁止とします

花火等のごみは、全て持ち帰
ること

花火を持って、走り回らな
い、振り回さないこと

使用後は、火気を消火し、
周囲を含めて安全確認をす
ること

近隣住民や公園利用者に
迷惑とならないようにする
こと

近所から苦情を受けた
場合は即中止すること

必ず保護者が付き添うこと

利用ルールが守られない場合や
苦情などがあった場合は、

その公園等での
花火の利用を中止することもあります。

問
合
せ
先

公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について

街づくり支援部 土木課土木計画係 03-3578-2217
場所及び団体使用における申請手続について

芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係 03-3578-3104
麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係 03-5114-8815
赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係 03-5413-7038
高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係 03-5421-7664
芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係 03-6400-0017



花火ができる公園・児童遊園一覧　　　期間：令和６年７月２０日（土）～９月１日（日）

地区名 公園 児童遊園

芝地区

・本芝公園（芝4 -15 -1）
・塩釜公園（新橋5 -19 -7 ）
・南桜公園（西新橋2-10 -13 ）
・芝公園（芝公園4 -8 -4 ）

・金杉橋児童遊園（芝1-1-2 6 ）
・芝新堀町児童遊園（芝2 -12 -3 ）
・三田二丁目児童遊園（三田2 -10 -7 ）
・浜松町四丁目児童遊園（浜松町2 -13 -3 ）
・西久保巴町児童遊園（虎ノ門3-18 -18 ）

麻布地区

・狸穴公園（麻布狸穴町6 3 ）
・有栖川宮記念公園（南麻布5-7 -2 9 ）
・笄公園（西麻布3 -12 -1）
・三河台公園（六本木4 -2 -2 7 ）
・六本木西公園（六本木7 -17 -8 ）
・網代公園（麻布十番2 -15 -1）
・新広尾公園（麻布十番4 -5 -1）
・飯倉公園（東麻布1-2 1-8 ）
・一の橋公園（東麻布3 -9 -1）

・笄児童遊園（西麻布2-1-2 ）
・東麻布児童遊園（東麻布1-2 -1）

赤坂地区

・一ツ木公園（赤坂5 -5 -2 6 ）
・氷川公園（赤坂6 -5 -4 ）
・高橋是清翁記念公園（赤坂7-3 -3 9 ）
・青葉公園（南青山1-4 -4 ）
・青山公園（南青山2-2 1-12 ）

・桑田記念児童遊園（赤坂9 -3 -2 1）
・北青山一丁目児童遊園（北青山1-6 -6 ）

高輪地区
・亀塚公園（三田4 -16 -2 0 ）
・高輪公園（高輪3 -18 -18 ）

・泉岳寺前児童遊園（高輪2 -15 -3 7 ）
・白金志田町児童遊園（白金1-12 -16 ）
・白高児童遊園（白金1-17 -4 ）
・白金台どんぐり児童遊園（白金台5 -19 -1）

芝浦港南地区

・芝浦公園（芝浦1-16 -2 5 ）
・プラタナス公園（芝浦4 -2 0 -5 6 ）
・東八ツ山公園（港南2 -8 -8 ）
・港南和楽公園（港南4 -2 -18 ）
・港南公園（Ｂ面）（港南4 -5 -1）
・お台場レインボー公園（台場1-3 -1）

・南浜町児童遊園（芝浦1-12 -12 ）
・船路橋児童遊園（芝浦2 -11-10 ）

※団体イベントは公園等の規模や申請内容等により使用できないことがあります。
※利用ルールが守られない場合や苦情などがあった場合は、その公園等での花火の利用を中止に
　することもあるため、花火をする際は港区ホームページで最新情報をご確認ください。



郵便区内特別

料金後納
郵　便

令和6年度（2024年度） 健診（検診）無料受診券在中

港区から健診（検診）についての大切なお知らせです。

Free Health Examination Coupons for FY2024 included.

Important information on Health Examinations from Minato City.

<この郵便物が間違って郵送された場合>
　お手数ですが、封をしたまま表に「名宛人が居ません」と書いてポストに入れてください。

港区みなと保健所
Minato Public Health Center
健康推進課　健康づくり係
TEL 03(6400)0083
〒108-8315　港区三田1丁目4番10号

区の花 アジサイ

音声コード

OPEN

港区みなと保健所_角2封筒_郵便区内特別あり_令和6年度（2024年度） 健診（検診）無料受診券在中

2024/05/09 10:03:51

7月から区の特定健康診査が始まりました。
年に一度、必ず健診を受けて、自分の健康状態をチェック
しましょう。

港区国民健康保険
40歳～75歳未満の

港区国民健康保険に加入されている人へ

●特定健康診査・特定保健指導の内容や申し込み等について
　　みなと保健所　健康推進課　健康づくり係
　　　☎6400ー0083
●特定健康診査・特定保健指導の制度について
　　港区役所　国保年金課　事業係　
　　　☎3578ー2636・2637

特定健康診査とは…
●生活習慣病の予防・改善を目的とした健康診査です。
●4月1日現在、港区の国保に加入し、受診日まで引き続き国保に
加入している、40歳～75歳未満の人が対象です。
●対象者には6月下旬、受診券をご自宅へ郵送しています。
健診を受診するには被保険者証と受診券が必要です。
●健診後、生活習慣病のリスクの高い人には特定保健指導を行います。

※健診終了間際は医療機関の予約が取りにくくなります。早めの受診
をお勧めします。生活習慣病の多くは自覚症状がありません。
健診を受けて病気が発見されることも少なくありません。

※特定健康診査・特定保健指導は「高齢者の医療の確保に関する
　法律」で医療保険者が実施することが義務付けられています。

　港区国民健康保険以外の保険に加入している人は、加入してい
　る医療保険者（保険証の発行機関）へお問い合わせください。

＜問い合わせ先＞

無料！

特定保健指導を実施します！ 11月から随時スタート
します。

無料！

●特定健康診査の結果に基づいて行われる保健指導です。
●メタボリックシンドロームのリスクに応じて保健指導を行い、生活習慣改善を
支援していきます。
●特定保健指導の対象者には、健診受診3か月後、申込み案内と利用券をお送りし
ます。案内が送られて来た人はメタボ改善にぜひ、この機会をご利用ください！！

健診期間　7月  1日（月）から
　　　　 11月30日（土） まで（休診日を除く）
健診場所　区内指定医療機関

受けましょう！
特定健康診査特定健康診査を

この色の
封筒が目印です



8/7 9:00
12:00 Google Site

8/20 14:00
17:00 ※

8/30 9:00
12:00 SNS








 

 

  

社会福祉法人港区社会福祉協議会 

ボランティア・地域活動支援係（みなとボランティアセンター） 

〒106-0032港区六本木 5－16－45 港区麻布地区総合支所 2階 

電話：03-6230-0284 FAX：03-6230-0285 

Email: vc@minato-cosw.net 

 

申し込みフォーム 
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参 加 申 し 込 み 書 

氏名 

ふりがな 

 

連絡先 

住所 〒 

TEL FAX 

Email 

受講方法 
会場  ・  オンライン（Zooｍ） 

          ※メールアドレス必須 

年齢 20代以下・30代・40代・50代・60代・70代以上 

参加経験 

※どちらかに○を 

つけてください 

過去に本講座に参加したことがあるか。 

はい     いいえ 

申し込み理由 

よろしければご記入ください。 

 

 

※申し込み時等にご提供いただいた個人情報は、本会個人情報保護規程に基づき、適切

に取り扱い、上記の事業の実施に使用させていただきます。 
 

 ボランティア・地域活動支援係（みなとボランティアセンター）宛 

 FAX：6230-0285 

下記のとおり、申し込みます。 

交通機関 

■地下鉄 日比谷線・大江戸線「六本木」駅 3番出口徒歩 6分 

■地下鉄 南北線・大江戸線「麻布十番」駅7番出口徒歩10分 

■港区コミュニティバス（ちぃばす）田町ルート・麻布ルート 

「麻布地区総合支所前」下車 

■都営バス「六本木五丁目」下車 

 



令和6（2024）年１１月１７日（日）
Sun,November 17th, 2024

MINATO City Half 
Marathon 2024

ＴＯＫＹＯの中心を駆け抜ける中

MINATOシティハーフマラソン2024
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東京プリンスホテル

みなと
　図書館



MINATO City Half 
Marathon 2024

新たに中高生向けの種目を実施します

new!!

令和6（2024）年

１１月１７日（日）
Sun,November
17th, 2024

MINATOシティハーフマラソン2024
１１月
Sun,N
17t

Youth Run
ユースラン

2025 大会での本格実施をめざし、今大会では試行実施します。

（テストイベント）
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